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東京大学新型コロナウィルス対策タスクフォースからの緊急のお願い 

 

 3 月 25 日夜の東京都知事による平日の自宅勤務、夜間や今週末を含めた不要不急の外出

自粛等の協力の呼びかけを受け、東京大学新型コロナウィルス対策タスクフォース（座長・

福田裕穂理事）から下記７項目の決定を行ったとの通知がありました。 

 

                  記 

 

１．学外者の入校を制限するために、少なくとも３月２８日（土）、３月２９日（日）に開

ける門は門衛のいる門に限定する。東京都の感染状況次第では、この方針を平日まで拡張す

る。 

 

２．駒場・本郷とも学生の課外活動の中止と課外活動のための施設を閉鎖する。 

 

３．３月２８日（土）、３月２９日（日）の不要不急のキャンパスへの通勤・通学は避ける。

やむなく通勤・通学する場合は、門衛所にて職員証又は学生証を提示のほか、理由書(様式

は任意、簡潔でよい)を警備員へ提示する。理由書がない場合は、門衛所にて入構記録を記

入する。 

 

４．平日においても、教職員の自宅勤務，学生の自宅学習を推奨する。 

 

５．対面で行う新入生ガイダンスはできる限り中止する。 

 

６．飲み会、イベントを自粛する。 

 

７．３月に海外から帰国した教職員・学生についての調査を行い、場所、帰国日、人数など

を踏まえて、感染リスクのある特定の人たちに自宅待機を要請する。 


